
令和２年度業務概要報告書 
 

期間：令和２年４月１日～５月２６日 

事業別分類 月日 内容 備考 

会
議
関
係 

議員総会 

 

常議員会 

 

正副会頭会議 

 

 

 

監事会 

 

部会 

 

委員会 

 

5.26 

 

5.26 

 

4.1 

23 

5.7 

 

4.24 

第１回通常議員総会 

 

第 1回常議員会 

 

第１回正副会頭会議 

第２回正副会頭会議 

第３回正副会頭会議 

 

第１回監事会 

 

 

 

 

 

 

事
業
関
係 

 4.1 

14 

 

18 

 

27 

 

5.18 

辞令交付式 

白河市長新年度挨拶表敬訪問 

 

第 2 回新型コロナウイルスによる企業活

動影響調査実施（～30日） 

新型コロナウイルス感染症対策に関する

緊急要望 

クーポン DE白河テイクアウト事業開始 

（～7/31） 

 

（正副会頭・

専務） 

 

 

（正副会頭・

専務 

 

 

刊
行 

 4.1 

5.1 

会報第 755号 

会報第 756号 

 

各
種
会
議 

 4.1 

8 

9 

13 

14 

15 

16 

〃 

23 

30 

5.1 

13 

職員全体会 

白河珠算連盟監査会 

白河商工会議所青年部 OB会役員会 

白河農商工連携産業協議会監査会 

アクサ生命保険商品職員勉強会 

職員会議 

産業支援機関情報交換会 

白河国道 4号 4車線化整備促進活動期成会監査会 

産業支援機関情報交換会 

県南地域人材育成推進協議会監査会 

職員全体会 

産業支援機関情報交換会 

 

そ
の
他
の
会
議 

 4.13 

 

15 

5.15 

図柄入り白河ナンバー導入実行委員会プ

ロジェクトチーム会議 

ハローワークとの情報交換会 

白河地区再生エネルギー推進協議会 

第 1回監査会・第 1回役員会 

 

（大竹） 

（生田目） 

（専務） 

 

検
定 

    



関
係
機
関 

日商 

 

六県連 

 

県連 

   

慶
弔
そ
の
他 

 4.9 福島県立白河実業高等学校入学式  （専務）  

経
営
改
善
普
及
事
業 

 4.6 

8 

10 

14 

15 

20 

22 

24 

27 

30 

5.8 

11 

12 

13 

15 

18 

20 

22 

25 

小規模事業者経営改善資金審査会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

小規模事業経営支援事業費補助金実績検収 

無料法律相談会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

小規模事業者経営改善資金審査会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

新型コロナウイルス関連「雇用調整助成金個別相談会」 

小規模事業者経営改善資金審査会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

新型コロナウイルス関連「雇用調整助成金個別相談会」 

小規模事業者経営改善資金審査会 

無料法律相談会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

新型コロナウイルス関連「雇用調整助成金個別相談会」 

小規模事業者経営改善資金審査会 

新型コロナウイルス関連「資金繰り相談会」 

新型コロナウイルス関連「雇用調整助成金個別相談会」 

小規模事業者経営改善資金審査会 

 

女性会 4.16 

〃 

監事会 

第 1回役員会 

 

青年部 4.6 

8 

10 

13 

第 1回三役会 

臨時前年度三役会 

臨時前年度役員会 

第 1回役員会 

 

※小規模事業者経営改善資金融資状況 

 １）審査会 

   ①開催回数  ６回 

   ②開 催 日    令和２年 ４月 ６日 

               ４月２０日 

               ４月２７日 

               ５月１１日 

               ５月１８日 

               ５月２５日 

５月１８日現在 

推薦件数 推薦総額 

期間中 １５件 ９，３８９万円 

年間累計 １５件 ９，３８９万円 



 
 

                                                        

議員の職務執行者の変更について 

 

 

１、㈱福島銀行白河支店 支店長 伊藤伸一氏の人事異動により、 

㈱福島銀行白河支店 支店長 作田潤一郎氏に変更 

（令和２年５月１１日付） 

 

 

 



3年0ヵ月

(66歳)

18年0ヵ月

<参事> (41歳)

係 長 7年8ヵ月 所 長 13年0ヵ月

<主査> (35歳) ＊通算11年8ヵ月 <主幹> （経営指導員）

主 事 3年0ヵ月 (42歳)

（白河観光物産協会派遣） 係 長 7年0ヵ月

(25歳) <主査> （経営指導員）

主 事 2年0ヵ月 (31歳)

(28歳) 副 主 査 8年0ヵ月

主 事 1年0ヵ月 （補助員）

(30歳) (32歳)

嘱 託 1年0ヵ月 主 事 3年0ヵ月

（復興支援員） （補助員）

(27歳) (31歳)

嘱 託 0年0ヵ月 主 事 2年0ヵ月

（事務代行支援員） （経営指導員）

(61歳) (29歳)

主 事 1年0ヵ月

（補助員）

(34歳)

白河商工会議所事務局
令和２年４月１日現在

大竹　　茜

生田目絵理子

大竹　洸成

原　　智史

中小企業相談所

中島　香織

芳賀　千尋

専務理事

事務局長

企画総務課

鈴木　和樹

𠮷田三津子

金澤　洋一

内藤　　亘(兼)企画総務課長

菊地　功太

大越　美理

今井　貴信

小林　正典



3年1ヵ月

(66歳)

18年1ヵ月

<参事> (41歳)

係 長 7年9ヵ月 所 長 13年1ヵ月

<主査> (兼)補助員 ＊通算11年8ヵ月 <主幹> （経営指導員）

(35歳) (42歳)

主 事 3年1ヵ月 係 長 7年1ヵ月

（白河観光物産協会派遣） <主査> （経営指導員）

(25歳) (31歳)

主 事 2年1ヵ月 副 主 査 8年1ヵ月

(28歳) （補助員）

主 事 1年1ヵ月 (32歳)

(30歳) 主 事 2年1ヵ月

嘱 託 1年1ヵ月 （経営指導員）

（復興支援員） (29歳)

(27歳) 主 事 1年1ヵ月

嘱 託 0年1ヵ月 （補助員）

（事務代行支援員） (35歳)

(61歳)

白河商工会議所事務局 部外秘

令和２年５月１日現在

大竹　　茜

生田目絵理子

大竹　洸成

原　　智史

中小企業相談所

専務理事

事務局長

企画総務課

鈴木　和樹

𠮷田三津子

金澤　洋一

内藤　　亘(兼)企画総務課長

大越　美理

今井　貴信

小林　正典

中島　香織

芳賀　千尋

新



1、ミリオンテック（資）

変更日

3月9日

2、東北電力ネットワーク（株）白河電力センター

変更日

4月1日

3、損害保険ジャパン（株）白河支社

変更日

4月2日

4、双石林業

変更日

4月15日

5、（株）しらかわ米穀

変更日

5月11日諸田　博赤司　良一代表者

旧新変更項目

社名 （株）双石林業 双石林業

受付期間：R2.3.7～R2.5.18

会員事業所各種変更

社名 東北電力ネットワーク（株）白河電力センター 東北電力（株）白河電力センター

変更項目 新 旧

住所 白河市昭和町69-6 白河市石切場29-105

変更項目 新

変更項目 新 旧

旧

社名 損害損保ジャパン（株）白河支社 損害損保ジャパン日本興亜（株）白河支社

変更項目 新 旧



　

No. 受付日 業種 口数 所属部会名 入会理由

1 3月26日 洋服業 3 庶業部会
アクサ保険加入の

為

2 3月26日 防衛 5 庶業部会 地元企業説明会
への参加、会議室利用

3 4月7日 美容室 3 庶業部会 創業支援活用

4 4月9日 招聘業 5 庶業部会
議員紹介

（高畠議員）

5 4月13日 運送業 3 運輸交通業部会 税務支援希望の為

6 4月16日 飲食業 3 旅館飲食業部会 創業支援活用

7 4月21日 飲食業 3 旅館飲食業部会 会員サービス利用の為

8 4月22日 不動産賃貸業 5 金融業部会 マル経利用の為

9 4月28日 製造小売業 5 商業部会
補助金申請支援の

為

10 4月30日 小売業 3 商業部会
補助金申請支援の

為

11 4月30日 飲食業 3 旅館飲食業部会 創業支援、申告、融資利
用の為

12 5月11日 飲食業 3 旅館飲食業部会 会員サービス利用の為

13 5月12日 飲食業 3 旅館飲食業部会 税務支援のため

14 5月13日 競輪選手 3 庶業部会
保険制度加入のた

め

No. 受付日 業種 口数 所属部会名 入会理由

1 4月3日 製造業 5 工業部会 事業承継支援の為

2 4月6日 競輪選手 3 庶業部会 保険制度加入の為

3 4月13日 競輪選手 3 庶業部会 保険制度加入の為

4 4月23日
文具・事務機

小売業
5 工業部会

会員交流
(部会への参加)の

為

5 4月28日 製造業 5 工業部会 創業支援活用FAST　PARTS　㈱ 佐藤
サトウ

　正
マサ

徳
ノリ 西白河郡中島村大字

松崎字戸面沢1-24

令和2年度加入目標　60件　加入実績19件　達成率31.66％

須永　勝太 須永
スナガ

　勝太
ショウタ

須賀川市宮の杜18-8

㈱アイ企画 樋口
ヒグチ

　好生
ヨシオ 白河市表郷金山字

菅辻115-6

㈲テムス技研 太田
オオタ

　和博
カズヒロ 東白川郡棚倉町大字

玉野字千ヶ墓65-1

金澤　竜二 金澤
カナザワ

　竜二
リュウジ

須賀川市季の郷103

ありがた屋 井村
イムラ

　国夫
クニオ

白河市老久保163-10

特別会員　5件

事業所名 代表者名 住所

三森　彩桜 三森
ミモリ

　彩桜
サイラ

白河市細工町37-9

Crape Mimi 笹島
ササジマ

　美穂
ミホ 白河市登り町24番地

やまと乃長屋二番館

ほの字 須藤
ストウ

　恭子
キョウコ

白河市愛宕町45

合同会社 WATASHI
JAPAN 名和

ナワ

　淳子
ジュンコ 白河市泉田池ノ上

131-1

ボタニカル　エイジア
ン 齋藤

サイトウ

　弥生
ヤヨイ

白河市金勝寺15-1

夢の照す 平山
ヒラヤマ

　有紀
ユキ 白河市本町2

マイタウン白河内

合同会社　邦 武田
タケダ

　訓昌
クニアキ

白河市石切場12

だるま建材 松
マツ

市
イチ

　一男
カズオ

白河市影鬼越30-141

イタリア食堂
LE LUCE 多田

タダ

　啓
ケイ

信
シン 白河市みさか2-48-

36

sign hair inovation 大塚
オオツカ

　昌幸
マサユキ 白河市みさか2-12-

12

㈲ワールドウイング 田巻
タマキ

　陽一
ヨウイチ 白河市中町68

藤ビル２F

テーラー斎藤 斎藤
サイトウ

　博
ヒロシ

白河市新蔵町9

自衛隊福島地方協力本部
白河地域事務所 鈴木

スズキ

　祐介
ユウスケ

白河市立石60-1

事業所名 代表者名 住所

会員加入について

受付期間：2020/4/1～2020/5/18

期間中加入の事業所

一般会員　14件



県知事要望の回答について 

令和元年１２月２６日に福島県知事内堀正雄氏に要望した件について、回答

がありました。当所の要望事項・回答は以下の通りです。 

 

（１）単会としての要望 ① 

要 望 項 

目 

国道２９４号交差点～県道７６号伊王野白河線交差点間の 

４車線化の早期実現について 

要 望 内 

容 

国道２９４号白河バイパスと接続する国道２８９号は、基

幹的な道路として、広域的な物流・観光や救急医療輸送等を

担う重要な路線でありますが、道路交通が集中し、単線のた

め慢性的な交通渋滞が発生している状況となっております。

そのため、国の史跡及び名勝に指定されている南湖公園内の

北側道路を抜け道として利用する車が多く、南湖公園保護の

点からも様々な影響が心配されております。 

つきましては、国道２９４号白河バイパスの供用開始後

は、さらなる交通量の増大が見込まれることから、国道２８

９号の国道２９４号交差点から県道７６号伊王野白河線交

差点の区間の４車線化の早期実現を強く要望いたします。 

回答 

〇国道２８９号につきましては、ふくしま道づくりプランにお

いて、県土の骨格となり、広域的な物流・観光や緊急医療輸送

等を担う「基幹的な 道路」に位置付けております。 

 

〇国道２９４号交差点～県道伊王野白河線交差点間につきま

しては、国道２９４号白河バイパスの事業進捗状況や白河バイ

パス供用後における道路の利用状況等を総合的に見極めなが

ら、整備の必要性について検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 



（１）単会としての要望 ② 

 

要 望 項 

目 
②近隣県との広域連携による救急医療対策の整備について 

要 望 内 

容 

 白河市を含む県南地域において、誰もが安心して生活でき

る地域づくりを推進していくためには、医療の充実が重要課

題として位置づけられています。特に、当地域内には救命救

急医療機関が存在しないため、夜間における重症・重篤患者

の救急搬送については、郡山市の第３次救急医療機関への陸

送が中心であり、搬送に要する時間についても約１時間を要

するのが現状となっています。 

また、日中の救急搬送手段としては、傷病者の重症度や緊

急度によっては、福島県立医科大学付属病院を基地病院とし

て配備されているドクターヘリによる搬送が行われています

が、当地域は基地病院から約 75kmの位置にあり、ヘリ到着

まで 20分を要する点が課題となっています。 

 つきましては、救命救急の重要性に鑑み、栃木県との広域

連携を図り、同県北部の第３次救命救急医療機関である「那

須赤十字病院」をドクターヘリの基地病院にすることによ

り、新たな救急医療対策を講じていただきますよう強く要望

いたします。 

回答 

（保健福祉部（地域医療課等）と調整） 

〇昨年度、八溝山周辺地域定住自立圏推進協議会から、茨

城、栃木及び本県に対して那須赤十字病院（栃木県大田原

市）を基地病院としたドクターヘリの導入・運行に関する要

望があったところです。 

 

〇３県の医療担当部局で進めている協議の中では、各県ドク

ターヘリは自県全域を運行範囲としており空白地帯はないこ

とや、八溝山周辺地域からのドクターヘリ要請に対しても現

状でも出動できていることから、新たなドクターヘリ導入に

ついて積極的な意見は出ておりません。 

 

〇栃木県との広域連携については、災害時の連携を含めて引

き続き検討してまいります。 

 



（２）県連としてすべき全体に関わる要望 

要 望 項 

目 

県内の建設業者の振興に向けた一部工事への指名競争入札の 

導入について 

要 望 内 

容 

地域の建設業は、地域経済や雇用を支える基幹産業の一つであ

るとともに、危機管理産業として除雪や災害対応により地域の

安全を守る重要な社会的役割を担っています。地域建設業者の

安定経営は、地域経済の安定はもとより、地域の安全・安心の

確保と直結しており、地域社会に貢献する建設業の振興は、行

政が取り組むべき重要施策であると考えます。 

 

県内の建設業における入札制度については、平成３０年４月

から地域密着型方式が創設され、地域性への配慮など一定の見

直し改善がなされているものの、施工能力があるにも拘わら

ず、過度な競争性重視や総合評価方式の持ち点固定化などによ

り、受注機会の企業間格差が生じております。 

 

つきましては、地域の守り手である地域建設業者の安定経営

並びに技術者の確保等の観点から、透明性、競争性、公正性等

のバランスに十分に配慮した上で、地域の実情を熟知した企業

が地域密着型工事や小規模な修繕工事、維持管理業務等を、さ

らには、特定工種（ため池、ほ場整備工事等）においては技術

を有した企業が受注できる環境整備として、次の一部工事に指

名競争入札の導入を要望いたします。 

 

（対象工事） 

 ・一般土木工事は５千万円未満 

 ・建築工事は５千万円未満 

 ・舗装工事は３千万円未満 

 ・建築設備工事は３千万円未満 

 

回答 

県の入札制度の基本である透明性・競争性・公正性・品質の

確保に十分留意しながら、地元企業の受注機会の確保にもつな

がるより良い入札制度の構築に取り組んでまいります。 



 

 



白河商工会議所給与規則の一 

部改正について 

 

１．改正理由 

 ①「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」が一部改正1（令和元年７月１６

日施行）され、福島県では、令和２年度より「法定経営指導員手当」を新設し支給することとなっ

たため、手当導入にあたり、規則の一部を改正するもの。 

 ②管理又は監督の地位にある「管理職」は、当所給与規則第１０条第３項により、「管理職手当の支給

を受けるものには、時間外勤務手当および休日勤務手当は支給しない」と規定されているが、当所

就業規則第１１条の２の規定に基づく、「公務のため臨時または緊急の必要がある場合」に勤務し

た場合は、当該管理職に対して「管理職特別勤務手当」を新設し、支給するため、規則の一部を改

正するもの。 

 ③現行の給与規則は、廃止された手当等も規定されているため、この機会に実態・実情に合わせた内

容に改める。 

 

２．変更箇所 

 ・第２条（定義）、寒冷地手当の字句を削除。 

 ・第１１条（管理職手当の月額）、第２項を削除し、第３項を第２項に繰り上げる。 

 ・第７章、寒冷地手当の字句を削除。 

 ・第２３条（寒冷地手当）、条文を全て削除し、第２４条を第２３条とし、以下順次繰り上げる。別表

も同様に繰り上げる。 

 ・第２４条の２（白河地域職業訓練センターの長の手当）、条文を削除。 

 ・第２４条、新たに「法定経営指導員手当」を新設・追加。 

 ・第２５条、新たに「管理職特別勤務手当」を新設・追加。 

 ・第２５条（退職給与金）、第２６条（慶弔金）、上記の新たな条文追加により、順次繰り下げる。 

 

 

1 今回の一部改正は、経営発達支援計画及び事業継続力強化支援計画の認定を受ける場合、小規模事業者の

経営に係る指導を行う者であって、計画の実施に係る指導、助言及び進捗管理等を行う一定の知識を有する

経営指導員（いわゆる「法定経営指導員」）が計画に関与することが必須であるとの内容が盛り込まれたとこ

ろである。また、当該法改正に加え、近年の中小・小規模企業を巡る経営課題は多様化・複雑化が顕著とな

っている状況を踏まえ、福島県では、経営発達支援計画及び事業継続力強化支援計画の計画策定から実行ま

で責任を持って支援等を行う者であって行政機関等との調整役を担う経営指導員や他の指導員等を指導（業

務マネジメント）する経営指導員に対し、法定経営指導員手当を新設したもの。 

 「法定経営指導員」の要件は、法第 5条第 5項、法 7条第 5項に規定された。 

 ・直近 5年以内に中小企業診断士試験規則に規定する科目に係る基礎的知識に関する講習を修了した者 

 ・直近 5年以内に行政事務に係る基礎的知識に関する講習を修了した者 

・直近 5 年以内に事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に

関する講習を修了した者 

 ・小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する三年以上の実務の経験を有する者 



 新旧対照表は、次のとおり。 

新条文 旧条文 

第１章 総則 （略） 

 

第２章 給与 

（定義） 

第２条 この規則で給与とは、報酬、給料、管理

職手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当、休日

勤務手当、期末手当及びその他の手当とする。 

 

 

第３条～第９条 （略） 

 

第３章 管理職手当 

第１０条 （略） 

（管理職手当の月額） 

第１１条 （略） 

２ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （第３項を第２項として繰り上げる） 

 

第４章 扶養手当 （略） 

 

第５章 通勤手当 （略） 

 

第６章 時間外勤務手当及び休日勤務手当 （略） 

 

第７章 期末手当及びその他の手当 

 

第２２条 （略） 

 

第２３条 （削除） 

     （第２４条を第２３条とし、以下順次

第１章 総則 （略） 

 

第２章 給与 

（定義） 

第２条 この規則で給与とは、報酬、給料、管理

職手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当、休日

勤務手当、期末手当、寒冷地手当及びその他の手

当とする。 

 

第３条～第９条 （略） 

 

第３章 管理職手当 

第１０条 （略） 

（管理職手当の月額） 

第１１条 （略） 

２ 経営指導等の資格制度試験により、主席経営

指導員または主任経営指導員と認定された者につ

いては、小規模事業指導費補助金の特別研究指導

費により資格手当を次の通り支給する。ただし、

当所の給与規則に基づく管理職手当の支給対象者

については、資格手当をこの管理職手当に充当す

るものとする。 

 〇 主席経営指導員 月額 20,000円 

 〇 主任経営指導員 月額 10,000円 

３ （略） 

 

第４章 扶養手当 （略） 

 

第５章 通勤手当 （略） 

 

第６章 時間外勤務手当及び休日勤務手当 （略） 

 

第７章 期末手当及び寒冷地手当及びその他の手

当 

第２２条 （略） 

（寒冷地手当） 

第２３条 寒冷地手当は、月額とし１１月から翌

年３月までの各月の初日（以下、「基準」という。）



繰り上げる。別表も同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（住居手当） 

第２３条 住居手当は、世帯主である職員に支給

し、支給額は、別表４による。 

 

 

第２３条の２ （削除） 

 

 

 

において在職する職員に対して、その日に支給す

る。 

２ 寒冷地手当の月額の算定は、基準日における

次の表に掲げる職員の世帯区分に応じ、別表４に

掲げる額とする。 

別表４ 

 

 

（住居手当） 

第２４条 住居手当は、世帯主である職員に支給

し、支給額は、別表５による。 

 

（白河地域職業訓練センターの長手当） 

第２４条の２ 白河地域職業訓練センターの長手

当（以下、「センターの長手当」という。）は、白

河地域職業訓練センターの長としての役職にある

職員に対して支給するものとし、支給額は、月額

基準世帯等の区分 

世帯主である職員 

その他の職員 
世帯等に区分 扶養親族

のない職

員 
3人以上 2人以下 

19,560円 16,300円 9,820円 6,840円 

寒冷地手当の算出 

平成 18年11月

から 19年 3月 

平成 19年 11月

から 20年 3月 

平成 20年 11月

21年 3月 

手当額は、上表のうち該当する額から上の期間に

対応する下の欄の額を控除した額。ただし、控除

した額がマイナスとなる場合は 0とする。 

8,000円 14,000円 20,000円 

支給割 

（基準日の

給料の月額

と扶養手当

の合計額に

100 分の 17

を乗じ右の

区分額を加

える） 

世帯等の区分 

世帯主である職員 その他の

職員 

 

 

12,000円 

扶養親族

のある職

員 

36,100円 

扶養親族

のない職

員 

24,000円 



 

（法定指導員手当） 

第２４条 福島県からの通達による配置人数に応

じて、法定経営指導員業務を担った者については、

小規模事業経営支援事業費補助金により手当を支

給するものとし、支給額は、一人あたり月額１３，

０００円とする。 

 

（管理職特別勤務手当） 

第２５条 会頭が必要と認めた場合、管理職が公

務のため臨時または緊急の必要により休日および

週休日に６時間を超えて勤務した場合は、管理職

に対して、管理職特別勤務手当を支給する。支給

額は、１回につき、事務局長８，０００円、課長

以上６，０００円とする。 

 

第８章 退職給与金及び慶弔金 

（退職給与金） 

第２６条 （略） 

 

（慶弔金） 

第２７条 （略） 

３，０００円とする。 

（新設・追加） 

 

 

 

 

 

 

（新設・追加） 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 退職給与金及び慶弔金 

（退職給与金） 

第２５条 （略） 

 

（慶弔金） 

第２６条 （略） 

 

附則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年５月２６日から施行し、

令和２年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監事会報告について 

 

 

 １，日時 令和２年４月２４日（金） 10：00～11：30 

 

 

 ２，監事  有賀 秀晴（㈲有賀会計センター） 

       松崎  浩（㈱常陽銀行白河支店） 

       今井 勝浩（日本実業㈱） 

 

 

 ３，内容 ①令和元年度事業について 

      ②令和元年度会計について 

 

 

 ４，講評 【有賀監事】 

       適正に処理されている。 

       退職金の積み立て方法は現状では勤続１０年から増口しているが、５年目

位から勤続年数に応じて段階的に行った方がよい。 

 

      【松崎監事】 

       適正に処理されている。 

       労働保険事務組合の手数料が安価で驚いたが、会員事業所のためになる事

業だと思うので、引き続き頑張っていただきたい。 

 

      【今井監事】 

       ・今後も引き続き正確な事務遂行をしてほしい。 

 



白河市飲食店等緊急応援事業

まで！

2020 年（令和 2年）

クーポン
利用期間
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■白河商工会議所／■白河市産業部商工課
☎0248-23-3101 ☎ 0248-21-5910

白河市飲食店等緊急応援事業
ク ー ポ ン 利 用 方 法

     このチラシに記載されている飲食店のテイクアウト
（持ち帰り）、デリバリーサービス（配達・出前）のお
会計時にチラシから切り離したクーポンを提出すると、
１枚に付き 200 円の割引が受けられます。

　クーポンが利用できるのは会計額が 500 円以上の場
合で、お会計 500 円 ( 税込 ) ごとにクーポン 1枚 (200
円分 ) を使用することができます。
例）お会計が 1,000 円以上の場合、クーポン 2枚（400
円分）。1,500 円以上の場合、クーポン 3枚（600 円分）
使用可。

　 クーポンの使用期限は 2020 年７月 31日㈮までで
す。有効期限が過ぎたものは無効となります。
　
　複製したクーポンは使用できません。また、現金の
お引換えやつり銭のお支払はできません。

     このチラシに記載されている飲食店のテイクアウト

　クーポンが利用できるのは会計額が 500 円以上の場
合で、お会計 500 円 ( 税込 ) ごとにクーポン 1枚 (200
円分 ) を使用することができます。

使用可。

　 クーポンの使用期限は 2020 年７月 31日㈮までで
す。有効期限が過ぎたものは無効となります。

お引換えやつり銭のお支払はできません。
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クーポン DE 白河テイクアウト

2020 年 7月 31 日㈮まで有効
200円

クーポン DE 白河テイクアウト

2020 年 7月 31 日㈮まで有効
200円

クーポン DE 白河テイクアウト

2020 年 7月 31 日㈮まで有効
200円

クーポン DE 白河テイクアウト

2020 年 7月 31 日㈮まで有効
200円

クーポン DE 白河テイクアウト

2020 年 7月 31 日㈮まで有効
200円

四季彩  柔
☎

白河市中町 24

0248-29-8456

9

① 11:00~18:00
②前日 18:00 まで
③なし
④・お弁当　　　　 1,000 円 ~
　・オードブル　　 5,000 円 ~
　・おつまみセット 5,000 円 ~

えきかふぇshirakawa
☎

白河市郭内 222

0248-23-5530

18

① 11:00~17:00
② 11:00~14:00
③木曜日
④・日替りワンプレートランチ　500 円
　・スパゲティ　　　　500 円
　・カレーライス　　　500 円

レストランプラネット
☎

白河市北堀切 30-10

0248-23-5395

19

① 11:00~20:00
② 10:30~19:30
③水曜日
④・限定 8種類パスタ　 500 円
　・レディースプチ BEN　　550 円
　・16種類のケーキ全品   　 300 円

iitte-micca（ｲｯﾃﾐｯｶ）
☎

白河市池下 25-1

0248-21-5955

14

① 11:30~14:30、17:30~20:00
② 10:00 ～ 19:30
③月曜日
④・パスタ　　980 円 (税別)~
　・ピザ　　　980 円 (税別)~
　・牛バラ肉の煮込み1,300 円 (税別)

アビラ
☎

白河市郭内 39

0248-23-3002

27

① 11:00~15:00、17:00~20:00
② 9:00~14:30、17:00~20:00
③日曜日夜、月曜日
④・鳥唐揚げ定食　　930 円
　・カレーライス　　850 円
　・ 手作りギョーザ ( 5 ヶ )　360 円

イタリア食堂レ・ルーチェ
☎

白河市 みさか 2-48-36 

0248-21-6816
① 11:30~14:00、17:30~20:00
②昼 13:00 まで、夜 19:00 まで
③木曜日　その他不定休
④・清流豚ロースのポークチョップ 900 円 (税別)

　・マルゲリータピッツァ1,100円 (税別)
　　　・清流豚パンチェッタのアマトリチャ―ナススパゲティ850円 (税別)

24

Cafe de TANTE（タントゥ）
☎

白河市 大手町 11-19

0248-27-1897
① 11:00~17:00
② 11:00~16:30
③なし
④・日替りお弁当　800 円
　・通常メニュー　400 円 ~　 

モルトブォーノ
☎

白河市大手町 10-10

0248-22-8353
① 11:30~19:00
② 10:30~
③月曜日
④・マルゲリータピザ  1,300 円
　・生ウニのクリームソースパスタ　  990 円
　・海老とホタテ貝のクリームトマトパスタ   990 円

15

洋　食

ブラッスリーラ・セゾン
☎

白河市会津町 1-17 コミネス 1F

0248-27-2387

13

① 11:00~15:30、17:00~18:30
②受取 2時間前
③火曜日
④・グリーンカレー 　　750 円
　・ハンバーグステーキ 920 円
　・ビーフシチュー　  1,520 円

日本料理　楓
☎

白河市中町 65-1( 楽蔵内 )

0248-57-4716

10

① 11:30~14:00
②前日 18:00 まで * 提供 : 水・土以外
③水曜日
④・鳥ステーキ丼    1,100 円
　・幕の内弁当　　   860 円
　・天丼　　　　　   860 円

梅寿
☎

白河市新蔵町 6-1

0248-23-2493

6

① 17:00~20:00
②テイクアウトは要相談（昼も可）
③不定休
④・刺身盛合せ1人前1,500円 (税別)～

　・海鮮太巻　2,600 円 (税別)

　・寿司 1,150 円 ~3,250 円 (税別)

創作和彩寿司ダイニング 心
☎

白河市新白河 1-211

0248-23-7123

7

① 17:00~19:30
②営業時間内
③月曜日
④・海鮮丼　　　1,080 円
　・ばらちらし　1,080 円
　・ねぎトロ丼　   972 円

双葉寿司
☎

白河市南登り町 75

0248-22-6871

11

① 11:00~13:30、17:00~20:00
② 18:30 まで
③不定休 ( 主に月曜日）
④・上にぎり　　1,296 円
　・松にぎり　　1,728 円
　・特上にぎり　2,376 円

川亀
☎

白河市南町 66

0248-23-2654

12

① 11:30~13:30、17:30~20:00
②昼 10:30 まで、夜 16:30 まで
③不定休
④・うな重　　　　     3,500 円
　・蒲焼き (2 串 )　　 4,700 円
　・蒲焼き定食 (2 串 ) 5,400 円
　

ワイズコレクション
☎

白河市郭内 119-1

0248-22-9058

17

① 10:00~18:00
② 17:00 まで
③木曜日
④・ハンバーグライス　  800 円
　・あさりとトマト冷製パスタ　  760 円
　・ポークカツレツミラノ風　850 円

ブルーミングカフェ
☎0248-21-7345

20

① 11:00~15:00
②営業時間内
③金土日祝
④・デカ盛り合わせ　  　850 円
　・もち麦入り煮込みハンバーグ BOX　850 円
　・日替り手作り旬のデザート　  400 円

白河市北真舟 25-2 ﾊﾟｰｸｼﾃｨ 104 ビル 1F

Cario( カリーノ )
☎

白河市道場小路96-5白河市立図書館内

080-9639-0141

21

① 11:00~18:00
② 17:30 まで
③月曜日
④・ピアーダ＋季節のスープ　

650 円 ~750 円

グリル銀座
☎

白河市中町 45

0248-23-2015

22

① 11:30~14:00、17:30~19:30
②営業時間内
③木曜日
④・和風ハンバーグ　  780 円
　・ピラフハンバーグ  830 円
　・スパゲティハンバーグ  780 円

リールブロス
☎

白河市登町 24やまと乃長屋七番館

050-5217-3290

23

① 11:30~14:00、17:30~19:00
②営業時間内
③ (基本 ) 火曜日
④・明太クリームスパゲティ　500 円
　・小エビのアヒージョ  500 円
　・スパイシーチキンソテー　500 円

白十字食堂
☎

白河市愛宕町 45

0248-23-3625
① 11:00~20:00
②昼 11:00~14:00、夜 17:00~19:00
③水曜日
④・ラーメン　　650 円
　・カツカレー　950 円

サンサーラ
☎

白河市横町 38

090-8925-5160

25

① 11:00~20:00
②前日まで
③日曜日
④・パエリア　               700 円
　・ハンバーグ 1ヶ　  450 円
　・オードブル（2~3 人前 )2,500 円 ~

16

26

☎
　中華  萬福

白河市大桜岡前 27-5

0248-23-5492
① 11:30~14:00、17:00~19:30
②営業時間内
③月曜日
④・餃子6ヶ 400 円、にんにく餃子 6ヶ 450 円
　・一品料理 1,400 円 ~1800 円
　・五目ヤキソバ　850 円

28

旬・魚の目
☎

白河市新白河 2-45-3 ライフビル 1Ｆ

0248-27-5556
① 10:30~18:00
②営業時間内　*オードブルは 2日前まで
③日曜日
④・日替り弁当　600 円 (税別)

　・特大厚焼き玉子 925 円 (税別)

　・オードブル 3,000 円 (税別)~

8

王王楼
☎

白河市立石 105-1

0248-22-1979
① 11:00~14:30、17:00~20:00
② 9:30~14:30、17:00~20:00
③なし
④・しらかわしゅうまい 5個　400 円
　・王王楼弁当　　   1,200 円
　・セットメニュー 3名様分   　3,300 円

29

和　食 和　食和　食和　食 和　食 和　食

和　食 洋　食 洋　食

洋　食 洋　食 洋　食 洋　食

洋　食 洋　食 中　華 中　華 中　華 中　華

洋　食 洋　食

洋　食 洋　食

※営業時間・受付時間・お渡し時間は各店で異なります。事前予約が必要な場合や混雑状況によって品切れ等が生じる場合がございます。また、休業要請等に伴い、通常の営業時間とは異なるお店もあります。状況等に応じて変更する場合がありますので、事前に各店舗にご確認ください。 
      ※参加店舗毎にジャンル分けをしておりますが、実際の提供メニューはジャンルと異なる場合があります。／価格は、基本的に税込です。税別の場合は税別と表記していますが、実際の価格については店舗にご確認ください。  ／デリバリー対応店では、条件等がありますので、詳しくはお店にご確認下さい。　

とんかつ　とん亭
☎

白河市池下 120-4

① 11:30~14:00、17:00~19:00
② 10:30 以降受付
③木曜日
④・とんかつ　680 円
　・ヒレカツ 1,110 円
　・大皿盛合せ(5~6人前)　5,100円

てふちん亭
☎ 0248-22-8283
① 11:30~14:00、18:00~20:00
②営業時間内
③日曜日
④・ヒレカツ　　 1,300 円
　・ロースカツ　 1,300 円
　・海老ヒレカツ 1,550 円

ウイング丼丸 新白河店
☎

白河市北堀切 59- Ａ

070-5325-6961
① 11:00~20:00
②営業時間内
③なし
④・海鮮丼　　540 円
　・バラ丼　　540 円
　・満ぷく丼　540 円

楽翁会館
☎

白河市五郎窪 43-6

0248-24-1715
① 11:00~16:00
②前日 19:00 まで
③火曜日
④・おまかせワンコイン丼　500 円
　・天丼　800 円
　・そば粉入ベーグルサンド　500 円

4白河市一番町 29

0248-27-0941

住所

☎ 連絡先

①営業時間
②受付時間
③定休日
④主メニュー・価格

海鮮処　浜のや
☎

白河市昭和町 23-2

0248-23-5005
① 11:30~20:00
②15:00まで　受取17:30~19:30
③日・月曜日 *日曜日は月に一度
④・海鮮丼　1,100 円
　・赤エビのスパゲティ1,000円
　・ミートソースのラザニア900円

5

店舗名
和　食 和　食和　食和　食 和　食

白河地区　70店

№１ № 2 № 3 № 4 № 5

NO 321

テイクアウト デリバリー

icon
アイコン

genre
料理ジャンル

和　食 洋　食 中　華 麺 類 焼 肉 居酒屋 その他



水月
☎

白河市五郎窪 41

0248-23-3507

65

① 10:00~17:00
②だんご販売中のみ受付
③木曜日
④・南湖だんご折箱　 750 円
　・南湖だんご串　 　400 円
　・南湖だんごちょいたべ300 円

第二かどや本店
☎

白河市大手町 11-3

0248-27-0910

50

① 15:00~20:00
② 12:00~19:00
③日曜日
④・もつやき　　　130 円
　・もつやき弁当　700 円
　・つまみ三種　　800 円

蕎麦処  第一藤駒
☎

白河市大手町 12-2

0248-23-2026

32

① 11:00~15:00、17:00~19:00
②前日 18:00 まで
③不定休
④・手打ち生そば (5人前 ･汁付き）

2,400 円

コリアレストラン  明洞
☎

白河市道東 12-1

0248-23-0289

47

① 11:30~14:00、17:30~20:00
②営業時間内
③水曜日
④・ビビンバ　　　   737 円
　・サーロイン丼　1,133 円
　・トッポギ　　　   682 円　

日の丸亭東店
☎

白河市東深仁井田字原向 10-1

0248-34-3949

83

① 10:00~19:00
②営業時間内
③日曜日・祝日
④・唐揚げ弁当　　580 円
　・焼肉弁当　　　600 円
　・幕の内弁当　　630 円　

cafe&bar リシェス
☎

白河市東釜子字本町 101-2

0248-21-6687

78

① 11:00~20:00
②ランチ 11:00 まで、夕方 15:00 まで
③月曜日
④・日替りランチ BOX　700 円
　・唐揚げ弁当　　　　680 円
　・ピザ　　　　　　 1,000 円

第二かどや昭和町店
☎

白河市昭和町 70-2

0248-27-0918

54

① 15:00~20:00
② 15:00~19:30
③日曜日
④・もつ焼き　　　130 円
　・煮込み　　　　500 円
　・もつ焼き弁当　700 円

からあげ屋　黒
☎

白河市愛宕町 45楽蔵内

0248-21-9001

62

① 11:00~14:00、16:00~19:30
②営業時間内
③火曜日
④・やわらかもも唐揚げ大 600 円、小 350 円
　・甘辛揚げ大 600 円、小 350 円
　・半身揚げ　850 円

やきとり　五郎ちゃん
☎

白河市東釜子字川田 106

0248-34-2107

80

① 17:00 ～
②営業時間内
③水曜日
④・やきとり各種 1本 100 円

やきとり　陣屋
☎

白河市東釜子字本町 61-1

0248-34-2921

81

① 17:00~20:00
②営業時間内
③日曜日・祝日
④・やきとり各種 1本 110 円

そば処 大福家
☎

白河市大手町 2-2

0248-23-3021

31

① 11:00~14:30、17:00~20:00
②営業時間内
③月曜日
④・生そば 3人前　1,404 円
　・生そば 5人前　2,160 円
　・天ぷら　　　　   要相談

夢の照す
☎

白河市本町 2マイタウン B1

090-4048-0666

69

① 11:30 ～
②前日まで
③不定休
④・日替り弁当　　500 円
　・オーダー弁当　500 円 ~
　・オードブル　　要相談

海鮮居酒屋　美国
☎

白河市新白河 3-123

0248-23-0392

59

① 17:00~0:00
②営業時間内
③日曜日
④・刺身盛合せ 1人前　 1,680 円～
　・おまかせにぎり ( 上 )1,850 円～

ファミリーレストランまつがみ
☎

白河市表郷番沢字松上 30

0248-32-2712

73

①月~金 11:00~14:00、17:00~20:00
　 土日祝  11:00~20:00
②営業時間内
③木曜日
④・ヒレカツ定食　1,000 円
　・チャーハン 650 円、ピザ 1,350 円 ~

つぼ八新白河店
☎

白河市高山 72-1

0248-23-2288

60

①16:00~19:00（受け渡しのみ）
② 13:00~18:00
③なし
④・おつまみセット (1~2 人前）700 円（税込）
　・
　・ポテト明太子焼き 430 円（税別）

ザンギ(5ヶ）　600 円（税別）

安幸
☎

白河市表郷金山越堀 125

0248-32-3620

72

① 12:00~20:00
② 8:00~20:00
③木曜日
④・おでん　500 円～

石窯☆ピザ兄貴
☎

白河市大信増見北田 76-1 ひじりん館駐車場

080-3885-2337

76

① 11:00~18:00
② 18:00 まで *毎月第 2第 4火曜日出店
③－
④・マルゲリータ　　 1,200 円
　・カルボナーラピザ 1,500 円
　・クワトロフォルマッジ1,500 円

菊正食堂
☎

白河市東釜子矢越田 1-1

0248-34-3636

79

① 11:00~20:00
② 16:00~18:00
③月曜日
④・やきそば　　500 円
　・チャーハン　500 円
　・カツ丼　　　500 円

手打ち蕎麦　和楽
☎

白河市新白河 1-172

0248-22-3225

38

① 11:30~14:00、17:30~20:00
② 11:30~19:00
③月曜日
④・海老天丼　　　 780 円 (税別)

　・天ぷら盛合せ 2人前1,480 円 (税別)

　・鮎の塩焼き1本         400円 (税別)

麵屋きんぞう
☎

白河市大桜岡前 110-3

0248-24-8300

40

① 11:00~16:00
② 15:30 まで　*餃子のタレ無し
③火曜日
④・ぎょうざ (6 ヶ入り )

500 円

そば処

☎

白河市本町北裏 7

0248-23-3064

43

① 11:00~14:00、16:30~19:00
② 11:00 →受取 14:00、16:30 →受取 19:00
③水曜日
④・そば弁当　   770 円
　・天丼　　　1,370 円
　・天ざる　　2,050 円

串焼き  鳥いち
☎

白河市登り町 24 やまと乃長屋六番館

0248-38-9092

61

① 17:00~20:00
② 15:00~19:00
③月曜日
④・かしら　180 円
　・せせり　180 円
　・カニクリームコロッケ 1個 180 円

ランプカフェ
☎

白河市五郎窪 38-1

0248-29-8170

64

① 12:00~18:00
②営業時間内
③水曜日
④・ランプブレンド　350 円
　・スペシャルティコーヒー  550 円
　・カフェラテ　　　500 円

白河うどんマーケット 櫓
☎

白河市新白河 1-177

0248-24-0089

39

① 11:30~14:00
②前日の 14:00 まで
③木曜日
④・ポパイしゃぶ！　3,980 円
　・うみゃ～あ手羽 5本 　  810 円
　・手羽先餃子 5本　1,350 円

魔法のランプ
☎

白河市五郎窪 37-1

0248-22-0727

63

① 10:30~17:50
②営業時間内
③水曜日
④・こだわりプリン 250 円 (税別)

　・抹茶のモンブラン 400 円 (税別)

　・ガトーショコラ 360 円 (税別)

焼き鳥　しんち山
☎

白河市借宿白旗 7

0248-29-2882

51

① 17:00~20:00
② 19:00 まで
③水曜日　*月 ･火は営業自粛
④・焼鳥おまかせ1パック (10本 )1,500円 (税別)
　・もつ煮込み1人前400円 (税別)

　・焼鳥重　　　　　 800円(税別)　

太鼓のぼお
☎

白河市旭町 2-58-5

0248-24-5013

30

① 11:30~材料なくなり次第終了
②営業時間内
③月曜日
④・インスタ映えドリンク
　　「目玉のレスカ」　715 円

タイ家庭料理居酒屋 バンコク
☎

白河市東深仁井田字上林 7-43

0248-21-5818

82

① 17:30~
②事前に電話注文
③なし
④・スペアリブ　1,100 円
　・春巻　　　　   600 円
　・ギョーザ　　   300 円

来々軒
☎

白河市表郷番沢字山下 91-18

0248-32-2683

74

① 11:00~14:00、17:00~18:30
② 11:00~13:30、17:00~18:00
　*全ての注文は 2人前から
③火曜日
④・ギョーザ 480 円、めん類 680 円 ~900 円、
　　ごはん類 ( 丼類 )680 円 ~1,000 円

さんぽみち
☎

白河市東釜子字本町 74-1

0248-21-8755

77

① 11:00~16:00
②前日まで
③火 ･水曜日
④・お好み焼き　800 円
　・ピザ　　　　900 円
　・とり唐揚げ　600 円

旬菜かふぇ アゼリア
☎

白河市大信増見北田 76-1

090-4554-4135

75

① 11:00~18:00
② 10:00~14:00
③未定
④・唐揚げ弁当　　600 円
　・冷やし中華　　700 円
　・ひれかつ弁当　600 円

Meat&Delica とみやま
☎

白河市本町北裏 30

0120-80-2752

70

① 10:00~19:00
②デリバリー及びラーメンの取り扱いは平日
11:00~14:00 のみ。その他、営業時間内。

③日曜日・祝日
④・肉屋のラーメン　780 円
　・コロッケ 98円、メンチカツ 110 円

Crape Mimi
☎

白河市登リ町 24やまと乃長屋二番館

0248-21-5570

68

① 11:00~18:00
②営業時間内
③木曜日
④・クレープ (レギュラーサイズ ) 500 円 (税別)

　・クレープ ( ミニサイズ ) 300 円 (税別)

　・クリームブリュレ 650 円 (税別)

花月
☎

白河市南湖 2

0248-23-3377
① 9:00~17:00
② 9:00~14:00
③不定休
④・南湖だんご　　800 円
　・わらび餅　　　450 円
　・くずきり　　　440 円

美酒・鮮菜  Haru
☎

白河市新白河 2-61　髙山ﾊｲﾂ１F

0248-27-5120

58

① 17:00~20:00
② 17:00~19:00
③日曜日
④・ばらちらし丼　　　 650 円
　・まぐろの骨付唐揚げ 580 円
　・若鶏唐揚げ油淋ソース和え　580 円

新白河かどや
☎

白河市新白河 2-46-2

0248-22-5227
① 16:00~19:50
② 15:30~19:30
③不定休
④・もつ焼き 2本　　  240 円 ~
　・厚切りハムカツ 2枚入り     450 円
　・カニクリームコロッケ 2個 420 円

串揚げ 申酉
☎

白河市新白河 2-10

0248-22-8201

55

① 15:00~20:00
② 15:00~19:00
③月曜日
④・串揚げセット 1,680 円 (税別)

　・ホルモン焼きそば   650 円 (税別)

　・ソースカツ丼　890 円 (税別)

ワインバル たけぞう
☎

白河市新白河 2-10

0248-22-5866

56

① 15:00~20:00
② 15:00~19:00
③月曜日
④・宅飲みセット　1,680 円 (税別)

　・仔羊チョップ 1本　 590 円 (税別)

　・Pizza マルゲリータ1,280 円 (税別)

一番星祭り亭
☎

白河市北堀切 30-8

0248-24-4265

53

① 17:00~20:00
② 15:00~19:00
③日曜日
④・特製スペアリブ　760 円
　・プリプリ海老のサラダ　600 円
　・鮭ハラス海苔巻ごはん　  580 円

ジャック＆ベティ
☎

白河市郭内 38

0248-27-1956

52

① 12:00~20:00
② 19:30 まで
③月曜日
④・キューバサンド        700 円
　・ナポリタン　　　    700 円
　・バッファローチキンウィング　 700 円

焼肉ダイニング  蘭
☎

白河市中町 65

0248-29-8941
① 11:00~14:00、17:00~20:00
②営業時間内
③月曜日
④・サーロインステーキ丼 (200g)   1,500 円
　・米沢牛カルビ弁当 1,200 円
　・豚トロ丼　　　　　500 円

焼肉  天心
☎

白河市新白河 3-19

0248-22-7730
① 11:00~20:00
② 19:30 まで
③水曜日
④・和牛カルビ焼弁当　980 円 (税別)

　・牛タン弁当　 　980 円 (税別)

　・玉子スープ　　 400 円 (税別)

炭火焼肉  牛楽
☎

白河市新白河 2-131

0248-24-1223

44

① 11:30~14:30、17:00~19:00
②営業時間内
③月曜日
④・牛カルビ丼　　　　864 円
　・ローストビーフ丼　864 円
　・ビビンバ　　　　　864 円

赤門
☎ 0248-22-8855
① 11:30~20:00
② 11:30~19:00
③水曜日
④・一品料理　480 円 (税別)~

45

らーめん麪屋
☎

白河市新白河 1-141

0248-21-7773
① 11:00~15:00、17:30~20:00
②営業時間内
③火曜日
④・チャーシュー丼　500 円
　・チャーハン　　　500 円
　・2色丼　　　　　 500 円

37

そば処   丸八
☎

白河市昭和町 262-2

0248-23-2650
① 11:00~19:00
②受渡 1時間前
③水曜日
④・カツ丼　　　　950 円
　・ソースカツ丼　950 円
　・かき揚げ天丼　880 円

35

焼肉ふくみ
☎

白河市南町 36

0248-24-0754
① 11:00~14:00、17:00~20:00
② 11:00~13:30、17:00~19:30
③水曜日
④・チャーハン   　600 円
　・焼肉重　   　　750 円
　・ステーキ重　2,500 円

49

おむすび   太三郎
☎

白河市十三原道上 3-18

0248-21-6555
①平日 9:00~16:00、土日祝祭日 9:00~15:00
②営業時間内
③不定休
④・おむすび各種、セット、
　　お惣菜の合計額 500 円以上

66 67

ひょうたん寿司
☎

白河市表郷金山越堀 1

0248-32-3628

71

① 12:00~22:00
② 11:00~19:00
③木曜日
④・巻物　　   　800 円　
　・並寿司　　1,200 円
　・並ちらし　1,400 円

食堂　福港
☎

白河市向新蔵 48

0248-22-7187

36

① 17:00~20:00
②前日の 17:00~20:00
③不定休
④・ギョーザ　　350 円
　・焼きそば　　500 円
　・チャーハン　500 円

ラーメン英
☎

白河市二番町 6

0248-22-1250

41

① 11:00~19:00
②営業時間内
③木曜日
④・ギョーザ (5 個 )　400 円
　*5 人前につき 1人前サービス

手打ちそば  三峯屋
☎

白河市登り町 24やまと乃長屋壱番館

080-6010-1184

42

① 11:30~14:00
② 10:30~14:00
③月曜日
④・いなり 2個　130 円
　・天ぷら　　　300 円 ~

新駒本店
☎

白河市老久保 88-1

0248-23-2211

33

① 11:00~20:00
② 17:30まで
③月曜日
④・おつまみ盛合せ弁当  1,000円
　・天重 (そば付 )　　     1,500円
　・うな重 (そば付 )　　2,580円

白河中華そば　菊忠
☎

白河市北中川原 146

0248-23-2829
① 11:00~
②営業時間内
③水曜日
④・チャーハン　700 円
　・餃子　　　　350 円
　・ラーメン　　650 円

34

46

48

57

麺 類 麺 類 麺 類 麺 類 麺 類 麺 類

麺 類 麺 類 麺 類 麺 類 麺 類 麺 類

麺 類 麺 類 中　華焼 肉 焼 肉 焼 肉

焼 肉 焼 肉 居酒屋 居酒屋 居酒屋 居酒屋

居酒屋 居酒屋 居酒屋 居酒屋 居酒屋 居酒屋

居酒屋 居酒屋 その他 その他

その他 その他 その他 その他 その他 和　食

和　食 和　食 中　華 和　食 和　食

洋　食 中　華 居酒屋 居酒屋 居酒屋

その他 その他

その他

その他

白河市飲食店等緊急応援事業　「クーポンDE白河テイクアウト」

表郷地区　4店

大信地区　2店 東地区　7店

※営業時間・受付時間・お渡し時間は各店で異なります。事前予約が必要な場合や混雑状況によって品切れ等が生じる場合がございます。また、休業要請等に伴い、通常の営業時間とは異なるお店もあります。状況等に応じて変更する場合がありますので、事前に各店舗にご確認ください。 
      ※参加店舗毎にジャンル分けをしておりますが、実際の提供メニューはジャンルと異なる場合があります。／価格は、基本的に税込です。税別の場合は税別と表記していますが、実際の価格については店舗にご確認ください。  ／デリバリー対応店では、条件等がありますので、詳しくはお店にご確認下さい。　

◎有効期限を過ぎたものは無効と
　なります。
◎会計 500 円（税込）ごとに 1枚
　ご利用いただけます。
◎クーポン券を切り離して会計時
　に提出してください。

印

◎有効期限を過ぎたものは無効と
　なります。
◎会計 500 円（税込）ごとに 1枚
　ご利用いただけます。
◎クーポン券を切り離して会計時
　に提出してください。

印

◎有効期限を過ぎたものは無効と
　なります。
◎会計 500 円（税込）ごとに 1枚
　ご利用いただけます。
◎クーポン券を切り離して会計時
　に提出してください。

印

◎有効期限を過ぎたものは無効と
　なります。
◎会計 500 円（税込）ごとに 1枚
　ご利用いただけます。
◎クーポン券を切り離して会計時
　に提出してください。

印

◎有効期限を過ぎたものは無効と
　なります。
◎会計 500 円（税込）ごとに 1枚
　ご利用いただけます。
◎クーポン券を切り離して会計時
　に提出してください。

印
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〇調査目的：4 月 16 日に「緊急事態宣言」の対象地域が全国に拡大され、今後ますます市民生活をはじめ

地域経済に深刻な影響を及ぼし、会員事業所の皆様の経営への打撃も甚大なものとなってく

ると思われる。3月に第1回目の調査を実施したものの、感染拡大の影響により状況が変化し

ていることから、改めて「新型コロナウイルス」による影響等を把握し、行政への要望・当所の事

業展開に資するため、第 2回目の調査を実施。 

 

〇調査期間：令和 2年 4月 18日（土）～4月 30日（木） 

 

〇回答方法：WEBフォーム、FAX 

 

 〇調査対象：白河商工会議所会員事業所 1,130事業所 

 

〇回答数・率：258事業所（回答率 22．8％） ※参考 回答方法による回収数（WEB：62、FAX196） 

 

（回答者属性） 

 

 

●会社形態  

 

 

 回答数 258 のうち、法人 192（74.4%）、個人

事業主 66（25．6％）。 

 

●業種  

 回答数 258 のうち、最も回答数が多かった業種は、「製造業」（60,23.3%）、次いで「小売業」・「飲食サ

ービス業」（３７，14.3%）、「建設業」（24,9.3%）、「専門・技術サービス業」・「その他のサービス業」

（23,8.9%）の順であった。 

 

 

 

法人 192 74.4%

個人事業主 66 25.6%

合計 258 100.0%

74%

26%

会社形態

法人

個人事業主

製造業 60 23.3%

卸売業 16 6.2%

小売業 37 14.3%

建設業 24 9.3%

運輸業 5 1.9%

飲食サービス業 37 14.3%

情報通信業 2 0.8%

宿泊業 4 1.6%

生活関連サービス業 5 1.9%

専門・技術サービス業 23 8.9%

その他のサービス業 23 8.9%

その他の業種 22 8.5%

合計 258 100.0%
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【質問 1】新型コロナウイルスによる経営への影響について 

 全業種の経営に対する影響度は、「経営

に影響が生じている」（148,57.4%）を

占め、「今のところ経営に影響はないが、

長期化すると影響がでる懸念がある」

（95,36.8% ）をあわせると、全体の

94.2%を占める影響がでる（又はでる可能性大）との回答であった。 

 次に、業種別による経営への影響度をみると、現時点で直接的に影響が生じている業種では、「宿泊業」

が 100％、「飲食サービス業」が 9 割強、「その他サービス業」7 割強、「運輸業」・「生活関連サービス業」で

6 割となっている。長期化すると影響がでる懸念があるとの回答を含めると、「建設業」を除いて、他の業

種全てで 9割を超えているため、一部の業種だけの影響に留まらず、ほぼ全業種への影響を与えている。 

 

 

 

 

 

 

57%

37%

4%

2% 質問1 経営への影響度

1．経営に影響が生じている

2．今のところ経営に影響はない

が、長期化すると影響がでる懸念

がある
3．影響はない

4．現時点ではわからない

1．経営に影響が生じている 148 57.4%

2．今のところ経営に影響はないが、

長期化すると影響がでる懸念がある 95 36.8%

3．影響はない 9 3.5%

4．現時点ではわからない 6 2.3%

合計 258 100.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

経営への影響度

1．経営に影響が生じている 2．今のところ経営に影響はないが、長期化すると影響がでる懸念がある 3．影響はない 4．現時点ではわからない
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【質問 2】新型コロナウイルスの具体的な影響（懸念含む）について 

●【事業上の影響について】  

 全業種の事業上の影響については、「売上・受注の減少」（217,31.0%）と最も多く、次いで「顧客数の減

少」（118,16.8%）、「営業活動等に支障が発生」（105,15.0%）、「資金繰りの悪化」（84,12.0%）との順

である。 

 業種別にみると、売上に直結する顧客数の減少を含めると、「専門・技術サービス業」・「飲食サービス業」・

「生活関連サービス業」で売上への影響を受けている。営業活動等に支障が発生しているのは、「飲食サー

ビス業」を除く、他の全業種で影響度が高い。次に、「資金繰りの悪化」で最も影響割合が高いのが、「飲食サ

ービス業」、「生活関連サービス業」である。キャンセル発生（機会損失）を受けているのは、「宿泊業」、「飲食

サービス業」である。 

 

 

 

1．売上・受注の減少 217 31.0%

2．顧客数の減少 118 16.8%

3．資金繰りの悪化 84 12.0%

4．宿泊・飲食・施設等のキャンセル

発生（機会損失の発生） 39 5.6%

5．海外を含めた発注企業の生産縮

小・中止による原材料・製品・部品

の供給の停滞 34 4.9%

6．サプライチェーンへの打撃による

納期・製品出荷等の遅れ 31 4.4%

7．発注企業の生産縮小・中止に伴う

受注のキャンセル 49 7.0%

8．仕入先の変更に伴う調達コストの

上昇 24 3.4%

9．営業活動等（出張・会議を含む）

に支障が発生 105 15.0%

合計 701 100.0%

217

118

84

39

34

31

49

24

105

0 50 100 150 200 250

1．売上・受注の減少

2．顧客数の減少

3．資金繰りの悪化

4．宿泊・飲食・施設等のキャンセル発生（機会損失の発

生）

5．海外を含めた発注企業の生産縮小・中止による原材料・

製品・部品の供給の停滞

6．サプライチェーンへの打撃による納期・製品出荷等の遅

れ

7．発注企業の生産縮小・中止に伴う受注のキャンセル

8．仕入先の変更に伴う調達コストの上昇

9．営業活動等（出張・会議を含む）に支障が発生

質問2-1【事業上の影響】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

事業上の影響について【業種別】

1．売上・受注の減少 2．顧客数の減少

3．資金繰りの悪化 4．宿泊・飲食・施設等のキャンセル発生（機会損失の発生）

5．海外を含めた発注企業の生産縮小・中止による原材料・製品・部品の供給の停滞 6．サプライチェーンへの打撃による納期・製品出荷等の遅れ

7．発注企業の生産縮小・中止に伴う受注のキャンセル 8．仕入先の変更に伴う調達コストの上昇

9．営業活動等（出張・会議を含む）に支障が発生
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●【雇用上の影響について】  

全業種の雇用上の影響については、「従業

員や顧客の感染防止用品の入手困難」

（186,38.6%）と最も多く、次いで「従業

員や顧客の感染を配慮した営業・稼働時間

の短縮または停止」（130,27.0%）、「従業

員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増」（114,23.7%）の順である。感染防止用品の入手困難である

点が顕著である。 

 業種別にみると、感染防止用品の入手困難との回答は平均的に全業種で影響を受けている。次に、営業・

稼働時間の短縮・停止との回答では、ほぼ全業種的に感染に配慮した営業・稼働時間の短縮等を実施され

ていることが伺える。「雇用維持の困難」との回答の中で、最も回答が多い業種が「飲食サービス業」、次い

で「生活関連サービス業」・「その他サービス業」となっており、サービス業を中心に雇用維持に苦慮している

ことが伺える。 

 

 次に、「その他」としての業種別の回答は次のとおり。 

（製造業） 

・雇用維持と手元資金が不足。 

1．従業員や顧客の感染防止衛生用品

（マスクや消毒液など）の入手困難 186 38.6%

2．従業員や顧客の感染防止対策等に

伴うコスト増 114 23.7%

3．従業員や顧客の感染を配慮した営

業・稼働時間の短縮または停止 130 27.0%

4．雇用維持の困難 52 10.8%

合計 482 100.0%

186

114

130

52

0 50 100 150 200

1．従業員や顧客の感染防止衛生用品（マスクや消毒液な

ど）の入手困難

2．従業員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増

3．従業員や顧客の感染を配慮した営業・稼働時間の短縮ま

たは停止

4．雇用維持の困難

質問2-2【雇用上の影響】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

雇用上の影響について【業種別】

1．従業員や顧客の感染防止衛生用品（マスクや消毒液など）の入手困難 2．従業員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増

3．従業員や顧客の感染を配慮した営業・稼働時間の短縮または停止 4．雇用維持の困難
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・派遣社員の雇用で苦労している。社員に対する休業補償はあっても派遣社員への休業補償は無く、休んでも

らっても会社でお給料を補填しなければならない。 

・人件費、固定費、税金等の支払いを安定させるため早急に運転資金が必要である。 

・現時点では無い 

・中小企業では、消毒薬が手に入りません。歯科医院等もいろんな対策を練り、対策をしているとは思います

が、頂いてくる印象模型等の消毒はどうなっているのか、わからないので、模型を作成前に消毒を行うのです

が、そのための消毒薬が足りない状況です。 

 

（卸売業） 

・白河市として、何らかの法人個人への助成金を示して欲しい 

・消防各種大会中止による装備品の受注がなくなった。 

・客先は主に工場の消耗品なので工場にて感染者が出て製造が止まれば売上が無くなり長期化すれば影響大

である。 

・2月～6月売上の大幅ダウン。7月頃から回復予定？5ヶ月大幅赤字のため今月 1,000万円銀行より通

常融資を受ける。来月より支払いが始まる。金利 1.8%※コロナ支援に当てはめてほしい。日本政策金融公庫

は 3月 31日に申請したが 5月にならないと入らない。支払い間に合わないので銀行に借りる。 

 

（小売業） 

・若者の感染拡大を防ぐために 4/7より営業を自粛しております。店舗売り上げが出ず、困難な状況となって

おります。 

・市から何も聞こえない 

・資金繰り等でこれから困るのは目に見えている。 

・イベントの中止 

・無利息などの融資等活用できれば良い 

・顧客が商品を購入に来れない分、配達が増え手間がかかる。 

・6月～7月が特に営業利益の出る時期なので特に影響が大きくなりそうです。 

・緊急事態宣言が発令されてから客足が減り、売上も下がった。 

・さらし木綿を利用してマスクを店頭販売して顧客に喜ばれているが、マスク以外の商品は全く売れず売上は

半減している。 

・洋服販売店ですので外出無くして（コロナによる）おしゃれ必要なしと言った事で来店を控える 

・学生アルバイト停止による人員不足 

・3月下旬～4月中旬にかけて送別会、新入の祝い等の注文が例年に比べ少なかった。 

 

（飲食サービス業） 

・宴会のキャンセル、特に夜の来店客が少ない 

・コロナウイルスによる客の減少 

・地元のお客様が主なのにそのお客様が全然来れなくなってしまいました。 

・コロナウイルスによる休業の影響で店子の負担を考慮し家賃料の軽減を検討中。 

・環境封鎖により営業不可能 

・4月以降営業利益がマイナスなので現状の形態ではこれ以上営業できない。 

・前年対比では不動産部門の伸びで飲食部門の減少をカバーしている状況 

・この感染症がいつ収束し、いつから営業が再開できるか不安である（長期化への懸念）。また、再開できたと

して客足が回復するのかどうか？業務内容の見通しも検討する必要があるか？など不安は尽きない。 

 

（情報通信業） 

・新型コロナウイルスに関するデマ、中傷への対応 

 

（生活関連サービス業） 

・テナントに入っているが営業料（家賃）等の支払いが困難になっている。テナント先の店長の管理が人それぞ

れで対応にバラつきがあって説明しにくい。理解してもらえない。 
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・社員に感染者がでても事業継続しなければならないので、その資機材・体制の準備をする必要があります。 

 

（専門・技術サービス業） 

・何を行うにも自粛で、売上や利益の他に精神的なストレス、損害になっている 

・点検拒否がでてきている。 

・新車納車できない、メーカー生産遅れ 

 

（その他のサービス業） 

・コロナ患者の増加と共に 4月に入って全く悪い状態です。このままなら休業も考えます。 

・普段から使用する衛生用品（消毒）がメーカーからも手に入らず業務に支障がある 

・消毒用アルコール、使い捨てのマスクが必須（布だと作業対応できない） 

・三密の環境でのサービス提供になるため自主的に営業を自粛しました。（4/18〜） 

・休業中 

・お客様がコロナが心配で敬遠して大部分が確認してから来ます。 

・募集型企画旅行の中止、団体・個人旅行の自粛による売り上げ損失 

・休業と時間短縮営業を実施することにより、個人所得の減少 

 

（その他の業種） 

・テナント料の減少 

・収束の時期が見通せず、今後実施予定の事業が行えるのか不明 
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【質問 3】今年 3月の売上高は前年同月を「100」とすると、どの程度だったかについて 

 3月の売上実績では、前年同月比 100

以上との回答は、全体の 30.2%であっ

た。裏を返すと、残りの約 7 割は前年同

月比 100を下回ったとのことである。 

  

業種別にみると、前年同月比 100 以上との割合が高い業種は、「建設業」、「情報通信業」、「その他の業

種」、「製造業」の順である。一方、前年同月比 100 以上と 1 事業所も回答していない業種は、「宿泊業」で

ある。また、3 月時点で前年同月比 50％以上の減少幅が大きい業種は、「卸売業」と「飲食サービス業」で

ある。（＊情報通信業は回答数が少ないため、参考としない。） 

 

【質問 4】今年 4 月以降（4 月～6 月）の売上高見込みは、前年同月を「100」とすると、どの

程度で推移する見通しかについて 

 

 

 

>=100 78 30.2%

>=90 44 17.1%

>=80 52 20.2%

>=70 32 12.4%

>=60 13 5.0%

>=50 13 5.0%

>=40 4 1.6%

>=30 8 3.1%

<30 14 5.4%

合計 258 100.0%
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13 13
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>=100 >=90 >=80 >=70 >=60 >=50 >=40 >=30 <30

質問3 3月売上実績

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

3月の売上実績【業種別】

>=100 >=90 >=80 >=70 >=60 >=50 >=40 >=30 <30
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 全体的には、今後 3 ヶ月の売上見通しでは、「100」を下回るとの回答が各月とも多い中、特に「71～99」

の範囲内での減少が4月（43.0%）、5月（40.7%）、6月（40.3%）と高い。ただし、「50以下」の売上減

との回答が各月とも約 3割を占めていることから、売上に及ぼす影響は大であると伺える。 

 業種別での 4月の売上見通しは、前年同月比 100を下回る見通しとの回答が 1事業所も無かった業種

は、「運輸業」、「情報通信業」、「宿泊業」、「生活関連サービス業」である。次に前年同月比 50 以下との見通

しで最も影響がある業種は、「飲食サービス業」、「宿泊業」、「運輸業」、「生活関連サービス業」の順である。

（＊情報通信業は回答数が少ないため、参考としない。） 

 

 

 

 

4月

100以上 27 10.5%

71～99 111 43.0%

51～70 47 18.2%

50以下 73 28.3%

合計 258 100.0%

5月

100以上 12 4.7%

71～99 105 40.7%

51～70 61 23.6%

50以下 80 31.0%

合計 258 100.0%

6月

100以上 13 5.0%

71～99 104 40.3%

51～70 62 24.0%

50以下 79 30.6%

合計 258 100.0%

27

12 13

111
105 104

47

61 62

73
80 79

0
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120

4月 5月 6月

質問4 売上見通し

100以上 71～99 51～70 50以下

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

4月の売上見通し【業種別】

100以上 71～99 51～70 50以下
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 業種別での 5月の売上見通しは、前年同月比 100を下回る見通しとの回答が 1事業所も無かった業種

は、4 月同様に「運輸業」、「情報通信業」、「宿泊業」、「生活関連サービス業」に加えて、新たに「建設業」、「そ

の他サービス業」である。次に前年同月比 50 以下との見通しで最も影響がある業種は、「宿泊業」、「飲食

サービス業」、「運輸業」、「その他サービス業」の順である。（＊情報通信業は回答数が少ないため、参考としない。） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

5月の売上見通し【業種別】

100以上 71～99 51～70 50以下

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

6月の売上見通し【業種別】

100以上 71～99 51～70 50以下
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業種別での6月の売上見通しは、前年同月比 100を下回る見通しとの回答が 1事業所も無かった業種

は、4 月・5 月同様に「運輸業」、「情報通信業」、「宿泊業」、「生活関連サービス業」、「建設業」に加えて、新た

に「小売業」も下回るとの回答である。次に前年同月比 50 以下との見通しで最も影響がある業種は、「宿

泊業」、「飲食サービス業」、「運輸業」、「その他サービス業」の順である。（＊情報通信業は回答数が少ないため、参考としない。） 

 最も回答数が多い「製造業」においても、月日が経過するにつれ、売上見通し状況も厳しい見方をしてき

ている。 

 

【質問5】新型コロナウイルスの影響に対して、どのような対策を行っているか（または今後行

う予定か） 

 

●【事業上の対策について】  

 

 全業種での「事業上の対策」について

は、「営業日・営業時間の短縮」（137,41.4%）と最も多く、次いで「生産の縮小・停止」（55,16.6%）、「事

業所・店舗の閉鎖（休業）（51,15.4%）と続いている。 

 業種別にみると、「運輸業」以外は、他の業種で「営業日・営業時間の短縮」の回答が最も多い。一方、「日本

国内向けの事業強化」への回答割合が高い業種として、「製造業」が挙げられる。 

1．営業日・営業時間の短縮 137 41.4%

2．事業所・店舗の閉鎖（休業） 51 15.4%

3．生産の縮小・停止 55 16.6%

4．代替調達先および国内での調達先

の確保 25 7.6%

5．日本国内（または日本人）向けの

事業強化 13 3.9%

6．物流ルートの変更 8 2.4%

7．コロナウイルス対策製品の新規開

発・販路拡大 7 2.1%

8．テイクアウト商品など宅配事業の

注力 20 6.0%

9．外出自粛の巣ごもり需要に合わせ

た新規事業の開発 15 4.5%

合計 331 100.0%

137

51

55

25

13

8

7

20

15

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1．営業日・営業時間の短縮

2．事業所・店舗の閉鎖（休業）

3．生産の縮小・停止

4．代替調達先および国内での調達先の確保

5．日本国内（または日本人）向けの事業強化

6．物流ルートの変更

7．コロナウイルス対策製品の新規開発・販路拡大

8．テイクアウト商品など宅配事業の注力

9．外出自粛の巣ごもり需要に合わせた新規事業の開発

質問5-1【事業上の対策】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

事業上の対策について【業種別】

1．営業日・営業時間の短縮 2．事業所・店舗の閉鎖（休業） 3．生産の縮小・停止

4．代替調達先および国内での調達先の確保 5．日本国内（または日本人）向けの事業強化 6．物流ルートの変更

7．コロナウイルス対策製品の新規開発・販路拡大 8．テイクアウト商品など宅配事業の注力 9．外出自粛の巣ごもり需要に合わせた新規事業の開発
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●【経営上の対策について】  

 全業種による「経営上の対策について」は、

「経費の削減」（156,34.1%）が最も多く、

次いで「融資による運転資金の確保」（69,15.1%）、「パート・臨時社員の勤務日・勤務時間の縮減」

（64,14.0%）と続いている。 

 

 業種別にみると、「経費の削減」が全業種で対策が講じられている。次に「社員の勤務日・勤務時間の縮減」

では、「小売業」、「飲食サービス業」、「宿泊業」で回答割合が高い。「雇用調整助成金を利用した社員の休業」

での回答割合が高い業種は、「運輸業」、「製造業」、「その他サービス業」となっている。「融資による運転資

金の確保」での回答割合が高い業種は、「建設業」、「飲食サービス業」、「生活関連サービス業」の順である。 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

経営上の対策について【業種別】

1．パート・臨時社員の勤務日・勤務時間の縮減 2．パート・臨時社員の削減・休業
3．派遣社員の削減・雇い止め 4．雇用調整助成金を利用したパート・臨時社員を含めた社員の休業
5．採用の見直し 6．社員の配置転換
7．経費の削減 8．設備投資の延期・中止
9．融資による運転資金の確保

1．パート・臨時社員の勤務日・勤務

時間の縮減 64 14.0%

2．パート・臨時社員の削減・休業 31 6.8%

3．派遣社員の削減・雇い止め 10 2.2%

4．雇用調整助成金を利用したパー

ト・臨時社員を含めた社員の休業 48 10.5%

5．採用の見直し 18 3.9%

6．社員の配置転換 13 2.8%

7．経費の削減 156 34.1%

8．設備投資の延期・中止 48 10.5%

9．融資による運転資金の確保 69 15.1%

合計 457 100.0%
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48

69
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1．パート・臨時社員の勤務日・勤務時間の縮減

2．パート・臨時社員の削減・休業

3．派遣社員の削減・雇い止め

4．雇用調整助成金を利用したパート・臨時社員を含めた社

員の休業

5．採用の見直し

6．社員の配置転換

7．経費の削減

8．設備投資の延期・中止

9．融資による運転資金の確保

質問5-2【経営上の対策】
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●【勤務上の対策について】  

 

 

 全業種による「勤務上の対策について」は、「従業員への注意喚起」（190,17.9%）、次いで「出入口への

消毒液設置」（176,16.6%）、「従業員へマスク等感染防止用品の準備・配布」（173,16.3%）、「会議・会

合・懇親会等の自粛」（147,13.8%）と続いている。 

 業種別にみると、「営業の自粛」と「出入口への消毒液設置」では「飲食サービス業」で最も割合が高い。「在

宅勤務の実施」項目では、「飲食サービス業」、「宿泊業」以外の業種で少なからず実施していることが伺える。

（＊情報通信業は回答数が少ないため、参考としない。） 

 

 次に、「その他」としての業種別の回答は次のとおり。 

（製造業） 

・出社時検温。休暇取得時に発熱などの病気が取得理由か否かヒアリング。 

・毎朝、社員通用口にて入構前、体温チェックの実施 

1．営業の自粛 100 9.4%

2．出張の自粛・禁止 133 12.5%

3．会議・会合・懇親会等の自粛 147 13.8%

4．出入口への消毒液設置 176 16.6%

5．従業員への注意喚起 190 17.9%

6．従業員へマスク等感染防止用品の

準備・配布 173 16.3%

7．営業時の濃厚接触の回避（勤務時

間をずらす、物理的な間隔をあける

など） 93 8.8%

8．在宅勤務の実施 38 3.6%

9．オンライン学習など自己研鑽の推

奨 12 1.1%

合計 1062 100.0%

100

133

147

176

190

173

93

38

12

0 50 100 150 200

1．営業の自粛

2．出張の自粛・禁止

3．会議・会合・懇親会等の自粛

4．出入口への消毒液設置

5．従業員への注意喚起

6．従業員へマスク等感染防止用品の準備・配布

7．営業時の濃厚接触の回避（勤務時間をずらす、物理的な

間隔をあけるなど）

8．在宅勤務の実施

9．オンライン学習など自己研鑽の推奨

質問5-3【勤務上の対策】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

勤務上の対策について【業種別】

1．営業の自粛 2．出張の自粛・禁止
3．会議・会合・懇親会等の自粛 4．出入口への消毒液設置
5．従業員への注意喚起 6．従業員へマスク等感染防止用品の準備・配布
7．営業時の濃厚接触の回避（勤務時間をずらす、物理的な間隔をあけるなど） 8．在宅勤務の実施
9．オンライン学習など自己研鑽の推奨
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・現在、消毒液が不足して入手できれば再設置する。事務所など、やむを得ず接客の場合、マスク着用、3密を

避けるよう窓を開けたり常に消毒をしている。 

・県外に跨ぐ外出の自粛 

・毎日の検温、休業日の設定 

・事務所、工室の人の配置を変え、濃厚接触を避けている。 

・納品の受け渡しを、診療開始前か、昼休みに行いなるべく多くの方との接触を避ける。また、納品回数を一日

置きにする。 

 

（卸売業） 

・毎日 2回～3回の体温測定をしている。マスクを営業時につけている。取引先納品時、体温と健康状態記入

がある。（マスク無いと入れない、納品不可となる） 

・従業員の安全確保のためマスクを準備したいが需要過多のため手に入らない。商工会議所にも福井県で始

めたように、マスク購入券の配布を検討していただけると助かります。 

 

（小売業） 

・買い物かごの消毒、エアータオルの中止 

・訪問自粛 

・消毒液など入手困難 

・外出機会、接触機会を減らすよう、買い占めにならない程度のまとめ買い（1週間分程度）をしていただくよ

うにお客様に声かけしている 

・朝店内 30分換気する、消毒液を設置、手洗い 

・マスク着用、消毒液強化、金銭手渡し控え 

 

（建設業） 

・休憩場所を個別化した 

・社員に対して新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者発生時のマニュアルを作成しました。 

・新型コロナウイルス対策ＢＣＰ策定（従業員に配布） 

・交代勤務制導入（接触回数軽減。社員を 2チームに編成。チーム単位で一日毎に出勤、在宅勤務を行う） 

 

（運輸業） 

・トラックドライバーなど接触機会が多いのでマスク・手洗いなどなどの注意喚起を重点化している。  

 

（飲食サービス業） 

・4月 29日（水）～営業自粛。座席数 75⇒20まで減少。 

・換気 

・店内の備品（テーブル、椅子、ドアノブ）などの消毒を毎回行っている。 

 

（宿泊業） 

・出勤前の検温を 100%実施し、37℃以上のスタッフは自宅待機を徹底。 

・宿泊するお客様との接触を避けるため、4/20～5/10までの期間、食堂での夕食提供を中止することにしま

した。 

 

（生活関連サービス業） 

・2班隔日勤務を実施しています。社員間の情報共有を強化しています。 

 

（専門・技術サービス業） 

・毎朝の検温を指示。37.5℃以上の場合出勤停止。家族等に感染者が出た場合の報告を指示。 
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・整備業界の電話にて情報収集 

・お客とお客の間を開けて作業をするようにしている 

・一人での営業なので、マスク・消毒液・空気清浄・換気を心掛けています。4月の 3週目から予約が減少し、5

月の予約はほとんど入ってこない状態です。 

・事業所紹介サイトの運営が主な業務であるが、サイトの存続に関わる危機的状況とも思われるので、サイトの

価値を高めるべく内容の機能アップを計画している。 

 

（その他のサービス業） 

・オンラインメニューの開発 

・SNS上で顧客との繋がりを持ち続ける対策実施中 

 

（その他の業種） 

・ビニールカーテン、アクリル板の設置、室内の換気、消毒 

 

【質問 6】必要としている支援策について 

 全業種による「必要としている支援策について」は、「感染防止用品（マスク、消毒液など）の調達支援」

（144,17.8%）と最も多く、次いで「事務所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」（125,15.5%）、

「休業補償」（108,13.3%）、「税の猶予・減免」（95,11.7%）、「運転資金等の融資制度の拡充」

（76,9.4%）と続いている。 

 

 業種別に上位 3項目を挙げると、 

 ・製造業は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、③「休業補償」 

 ・卸売業は、 

①「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、②「感染防止用品の調達支援」、③「運転資金等の

融資制度の拡充」 

 ・小売業は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、③「税の猶予・減

免」 

 ・建設業は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、③「税の猶予・減

免」 

 ・運輸業は、 

1．運転資金等の融資制度の拡充 76 9.4%

2．借入金返済の猶予、利子の減免 56 6.9%

3．休業補償 108 13.3%

4．雇用調整助成金の制度説明、手続

き等の支援 61 7.5%

5．税の猶予・減免 95 11.7%

6．固定費（家賃等）への支援 50 6.2%

7．商品券・食事券・旅行クーポン券

等の消費活動活性化策 17 2.1%

8．販路開拓支援 17 2.1%

9．テレワーク導入支援 14 1.7%

10．感染防止用品（マスク、消毒液

など）の調達支援 144 17.8%

11．事業所内に感染者が発生した場

合の対策等の支援 125 15.5%

12．その他⇒具体的な内容はコメン

ト欄に記入をお願いします。 20 2.5%

13．特に必要としていない 26 3.2%

合計 809 100.0%
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1．運転資金等の融資制度の拡充

2．借入金返済の猶予、利子の減免

3．休業補償

4．雇用調整助成金の制度説明、手続き等の支援

5．税の猶予・減免

6．固定費（家賃等）への支援

7．商品券・食事券・旅行クーポン券等の消費活動活性化策

8．販路開拓支援

9．テレワーク導入支援

10．感染防止用品（マスク、消毒液など）の調達支援

11．事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援

12．その他⇒具体的な内容はコメント欄に記入をお願いし…

13．特に必要としていない

質問6【必要としている支援策】
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①「感染防止用品の調達支援」、②「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、③「雇用調整助成

金の制度説明、手続き等の支援」 

 ・飲食サービス業は、 

①「休業補償」、②「税の猶予・減免」、③「固定費（家賃等）への支援」 

 ・情報通信業は、 

①「休業補償」 

 ・宿泊業は、 

①「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」、②「感染防止用品の調達支援」、③「商品券・食事

券・旅行クーポン券等の消費活動活性化策」 

 ・生活関連サービス業は、 

①「税の猶予・減免」、②「感染防止用品の調達支援」、③「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支

援」 

 ・専門・技術サービス業は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「休業補償」、③「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」 

 ・その他のサービス業は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「休業補償」、③「事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援」 

 ・その他の業種は、 

①「感染防止用品の調達支援」、②「借入金返済の猶予、利子の減免」、③「休業補償」 

 

 次に、「その他」としての業種別の回答は次のとおり。 

（製造業） 

・現段階では、支援等は必要ないと思います。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

製造業

卸売業

小売業

建設業

運輸業

飲食サービス業

情報通信業

宿泊業

生活関連サービス業

専門・技術サービス業

その他のサービス業

その他の業種

必要としている支援策について【業種別】

1．運転資金等の融資制度の拡充 2．借入金返済の猶予、利子の減免
3．休業補償 4．雇用調整助成金の制度説明、手続き等の支援
5．税の猶予・減免 6．固定費（家賃等）への支援
7．商品券・食事券・旅行クーポン券等の消費活動活性化策 8．販路開拓支援
9．テレワーク導入支援 10．感染防止用品（マスク、消毒液など）の調達支援
11．事業所内に感染者が発生した場合の対策等の支援 12．その他⇒具体的な内容はコメント欄に記入をお願いします。
13．特に必要としていない
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・本社が名古屋にあり、現在本社と協議中。 

・下請け、孫請けとなると生産調整のあおりが遅れてやってくる可能性がありその時にどのような支援・補償

をしてもらえるか不安がある 

その場しのぎではなく長期に渡りフォローしていただけるとありがたい 

・コロナ対策資金貸付金を利用しても返済できないので給料を減らし経費を払っています。それでも経費の支

払いが出来ない時は役員借入して支払っています。 

・当社では、製あん業を生業としているので飲食業ほどの落ち込みはないが、4月、全国に「緊急事態宣言」が

出てからは、人の動きが止まり、3月まで順調に推移していた売上が 4月から急激に悪化した。 

・大企業の生産負荷調整の要請があり、現状より 5・6月から売上が 20～30％減少する見込みで、1年スパ

ンで生産、在庫調整が困難で先々不透明で相当甚大なものと推測される。しかし、弊社デイリー業者とは来年

まで見据えて安定供給の要請がありました。物産品、食品の箱がコロナの影響で全てストップしてしまい、2ヶ

月で見込み箱数 10万個分減少してしまい、先々の売上確保が困難な状況にあり、早急な資金繰り対策が必

要である。 

 

（卸売業） 

・至急、マスク・消毒液が必要（売っていないため入手困難）。取引先各店舗納品時、マスク着用必須のため。健

康チェックあり、37.5度以上は入店できない。 

・少人数なので納品等に出向けなくなる。 

・コロナの影響による 5～6ヶ月の経費（給与、家賃等）の援助金が欲しい。半年での挽回、克服は、難しいと思

う。得意先のリサーチから考えると、来年も厳しいところである。3,000万円借りるので、今年は何とか持つ

と思うが、返済が厳しい。融資では無く援助金が必要。 

 

（小売業） 

・オンラインストアでも販売はしておりますが、店舗売り上げがないと辛いです。 

・店舗経営維持のための給付制度や休業補償など、お助け下さると幸いです。 

・今後学校が休校となるため、納品・集金が困難となる。・万が一、罹患した場合、世間の非難を一斉に浴びる

事になる。誰しもかかりたくてかかるわけではないので、そのケアとそれによる経済的打撃からの救済を考え

てほしい。 

・何事も先回りをしないと手遅れになります。すでに遅いですけど。また。、保健所・市の対応悪いですね。 

・とにかくスピードが大切です。よろしくお願いします。 

・新型コロナウイルスの収束がいつになるか分からない状況で不安が大変あります。 

・早く日本また世界の経済が立て直る事を願うのみ、コロナ早く終息する事を願います。 

 

（建設業） 

・コロナ感染の有無を、病状が有る無いにかかわらず会員をＰＣＲ検査してほしい。 

 

（運輸業） 

・従業員の収入源による生活苦も耳にする。会社としても全力で支援したいが、会社自体も先が見えず対応が

難しい。公的な支援、他社の取り組みなど、情報共有させていただけると助かります。 

 

（飲食サービス業） 

・西郷村商工会にも所属しているが、そちらの方が対応が早く約 3週間前に既に担当のサポートにより、セー

フティーネット 4号の連絡を頂いた。それを利用した融資の相談にも乗ってもらっている。いつも白河の方が

遅い。 

・個人飲食店なので今の所テイクアウトでしのいでいますが、白河の飲食店皆様がやってらっしゃるので生活し

ていけるだけの売上にはなっていません。固定費家賃だけでも大変です。先が見えないので何ヶ月耐えられる

か不安でいっぱいです。営業してた方が良いのか？休業した方が良いのか？悩むところです。何とかよろしく

お願いいたします。 

・雇用調整助成金の申請方法が知りたい 

・補償では根本的な解決にはなりません。自治体も疲弊します。飲食店に限って言わせて頂けるのなら必要な

のは明確な基準で「どのような基準を守れば営業できるのか」を知事・市長に発信して欲しい。コロナは最低で
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も 2～3年かかります。2～3年自粛させない、営業をさせる。（以前とは違うやり方で）統一したルール（自治

体単位で）が欲しいです。 

・このままの状態でどのくらいの期間、お店を維持していけるのか、雇用を維持していけるのか、とても不安で

ある。 

 

（生活関連サービス業） 

・自治体別ではなく国全体としての一本化した対策を至急してほしい。県をまたいで営業は県によって差があ

り申請も大変である。 

・社員が生活面で不安なく出社できること。子供の面倒をみる社会的体制。マスクなどの入手支援。食料品・生

活物資の入手支援。 

 

（専門・技術サービス業） 

・弊社が望むのは、顧客の事業所の経営の安定であり、その為には上記のような支援が顧客にタイムリーに行

われることである。 

 

（その他のサービス業） 

・いつもお世話になっております。自主的に休業を行なっても支援金などはないでしょうか？ 

 

（その他の業種） 

・通塾してくる生徒が少なくなってきてはいます。消毒液が手に入らないです。今後塾として休みにした方が良

いのか、休みにした場合の収入減はどのようになるのでしょうか。 

・新型コロナウイルス対策に関する医療、感染状況等の情報提供 

・雇用調整助成金申請の事務代行（格安で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

第２回新型コロナウイルスに関する企業活動影響調査 

令和２年４月実施＿白河商工会議所 

（1枚目／3枚目中） 

【ＦＡＸ：0248－22－1300】※回答期限：令和 2年 4月 30日（木） 

事業所名  

従業員数           人 連絡先  

会社形態（○印） 法人  ・  個人事業主 

業種（1つに○印） 

製造業  卸売業  小売業  建設業  運輸業 

飲食サービス業  情報通信業  宿泊業  生活関連サービス業 

専門・技術サービス業  その他のサービス業  その他の業種 

 

【質問 1】 新型コロナウイルスによる経営への影響について、選択肢から 1つお選びくださ

い。 

□ 1：経営に影響が生じている 

□ 2：今のところ経営に影響はないが、長期化すると影響がでる懸念がある。 

□ 3：影響はない 

□ 4：現時点ではわからない 

 

【質問 2】 新型コロナウイルスの具体的な影響（懸念含む）について、設問ごとに選択肢から

お選びください（該当するもの全てお選びください）。 

 

○【事業上の影響について】 

□ 1：売上・受注の減少 

□ 2：顧客数の減少 

□ 3：資金繰りの悪化 

□ 4：宿泊・飲食・施設等のキャンセル発生（機会損失の発生） 

□ 5：海外を含めた発注企業の生産縮小・中止による原材料・製品・部品の供給の停滞 

□ 6：サプライチェーンへの打撃による納期・製品出荷等の遅れ 

□ 7：発注企業の生産縮小・中止に伴う受注のキャンセル 

□ 8：仕入先の変更に伴う調達コストの上昇 

□ 9：営業活動等（出張・会議を含む）に支障が発生 

 

○【雇用上の影響について】 

 □ 1：従業員や顧客の感染防止衛生用品（マスクや消毒液など）の入手困難 

 □ 2：従業員や顧客の感染防止対策等に伴うコスト増 

 □ 3：従業員や顧客の感染を配慮した営業・稼働時間の短縮または中止 

 □ 4：雇用維持の困難 
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（2枚目／3枚中） 

事業所名：                    

 

○【その他】 

 □ 1：その他 ⇒ 具体的な内容はコメント欄に記入をお願いいたします。 

 □ 2：影響はない 

 

 

 

 

【質問 3】 貴社の今年（2020年）3月の売上高は前年同月を「100」と    

すると、どの程度でしたか？ご記入ください。 

 

【質問 4】 貴社の今年（2020年）4月以降（4月～6月）の売上高見込みは、前年同月を

「100」とすると、どの程度で推移する見通しですか。あてはまるものをお選びくだ

さい。 

 100以上 71～99 51～70 50以下 

4月 □ □ □ □ 

5月 □ □ □ □ 

6月 □ □ □ □ 

 

【質問 5】 貴社では「新型コロナウイルス」の影響に対して、どのような対策を行っていますか

（または今後行う予定ですか）？（該当するもの全てお選びください。） 

 

○【事業上の対策について】 

□ 1：営業日・営業時間の短縮               

□ 3：生産の縮小・停止               

□ 5：日本国内（または日本人）向けの事業強化  

□ 2：事業所・店舗の閉鎖（休業） 

□ 4：代替調達および国内での調達先の確保 

□ 6：物流ルートの変更 

□ 7：コロナウイルス対策製品の新規開発・販路拡大 

□ 8：テイクアウト商品など宅配事業の注力 

□ 9：外出自粛の巣ごもり需要に合わせた新規事業の開発 

 

○【経営上の対策について】 

□ 1：パート・臨時社員の勤務日・勤務時間の縮減 

□ 3：派遣社員の削減・雇い止め 

□ 2：パート・臨時社員の削減・休業 

 

□ 4：雇用調整助成金を利用したパート・臨時社員を含めた社員の休業 

□ 5：採用の見直し 

□ 7：経費の削減 

□ 9：融資による運転資金の確保 

□ 6：社員の配置転換 

□ 8：設備投資の延期・中止 

 

 

 

（コメント欄） 
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（3枚目／3枚中） 

事業所名：                    

 

○【勤務上の対策について】 

□ 1：営業の自粛  

□ 3：会議・会合・懇親会等の自粛 

□ 5：従業員への注意喚起 

□ 2：出張の自粛・禁止 

□ 4：出入口への消毒液設置 

□ 6：従業員へマスク等感染防止用品の準備・配布 

□ 7：営業時の濃厚接触の回避（勤務時間をずらす、物理的な間隔をあけるなど） 

□ 8：在宅勤務の実施 □ 9：オンライン学習など自己研鑽の推奨 

 

○【その他】 

 □ 1：その他 ⇒ 具体的な内容はコメント欄に記入をお願いいたします。 

 □ 2：特に対策は行っていない 

 

 

 

 

【問 6】 貴社が必要としている支援策はどのようなことですか？ 

（該当するもの全てお選びください。） 

□ 1：運転資金等の融資制度の拡充 

□ 3：休業補償 

□ 5：税の猶予・減免 

□ 2：借入金返済の猶予、利子の減免 

□ 4：雇用調整助成金の制度説明、手続き等の支援 

□ 6：固定費（家賃等）への支援 

□ 7：商品券・食事券・旅行クーポン券等の消費活動活性化策 

□ 8：販路開拓支援 □ 9：テレワーク導入支援 

□ 10：感染防止用品（マスク、消毒液など）の調達支援 

□ 11：事務所内に感染者が発生した場合の対策等の支援 

□ 12：その他 ⇒ 具体的な内容はコメント欄に記入をお願いします。 

□ 13：特に必要としていない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―ご協力ありがとうございました。― 

（コメント欄） 

（コメント欄） 





 

白河商工会議所会費収納規約 

 

（目的） 

第１条 本商工会議所の会費は、定款第１７条（会費）の規定に基づき、本規約によりこれを収

納する。 

（納期および収納方法） 

第２条 会費は、その年額を毎年６月３０日までに、原則として、指定金融機関の自動振替制度

によって、収納するものとする。 

（口数制と１口の金額） 

第３条 会費は口数制とし、１口の金額は２，０００円とする。ただし、原則として法人の持口

数を５口以上とし、個人の持口数を３口以上とする。新たに加入する者のその年度の会費は次

のとおりとする。 

 （１）４月１日から９月末日までに加入する者の会費は、年額の全額 

 （２）１０月１日から３月末日までに加入する者の会費は、年額の２分の１ 

（口数の決定） 

第４条 会費は加入の申し込みにより、その営む事業の規模、成績、その他各種の事情を参考と

して、その口数を決定する。 

（議員等の持口数） 

第５条 本商工会議所の議員の持口数は、次のとおりとする。ただし、役員は議員としての持口

数のほかに、定められた口数を加えて負担するものとする。 

 １ １号議員                          ７０口以上 

 ２ ２号議員                          ７０口以上 

 ３ ３号議員                         １００口以上 

 ４ 監  事  議員としての口数のほかに            ３０口以上 

 ５ 常 議 員      〃                   ２０口以上 

 ６ 副 会 頭      〃                  １５０口以上 

 ７ 会  頭      〃                  ４５０口以上 

（収納会費の返戻） 

第６条 既納の会費は返戻しない。 

（業務執行の定め） 

第７条 この規約で定めるもののほか、業務執行に必要な事項は、常議員会の議決を経て会頭が

定める。 

（規約の改正） 

第８条 この規約の改正は、議員総会の議決を経なければならない。 

 

附   則 

１ この規約は、昭和４９年４月１日から施行する。 

１ この規約は、昭和５５年４月１日から施行する。 

１ この規約は、平成元年４月１日から施行する。 

１ この規約は、令和元年１１月１日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。 



 

 

白河商工会議所会費納期の延期について 

 

 

１．理由 

 当所会費収納規約第２条（納期および収納方法）では、「会費は、その年額を

毎年６月３０日までに収納するものとする」と規定しているが、今般の新型コロ

ナウイルス感染拡大に伴う社会・経済情勢を鑑み、ご請求時期を延期としたい。 

 今回の業務執行にあたり、会費収納規約第７条により、「業務執行に必要な事

項は、常議員会の議決を経て会頭が定める」としているため、常議員会へ上程す

るもの。 

 

２．会費請求時期 

 今後の動向によるが、令和２年９月まで延期とする。なお、会費請求スケジュ

ールが決まり次第、会員事業所へは事前にご案内をする。 



4月中は、資金繰り・融資の問合せが多数を占めていた。市中金融機関の融資制度が無

かったため、政策公庫に集中していたことが要因と考える。

5月に入り、給付金・協力金の申請が開始されたことにより、給付金・協力金の相談が

増加している。今後も、新たな施策が開始されることから、政策面の問合せが増加す

ることが予想される。

雇用対策

販売促進

株価算定



新型コロナウイルス感染拡大に関する融資受付状況

4月2日 4月13日 4月20日 4月27日 5月6日 5月11日 5月18日

融資申込件数 34 69 112

決定金額

（単位：万）
45,750 103,950 160,229

申込件数

（累計）
1 4 7 12 15

累計金額

（単位：万）
1,500 2,800 4,906 8,056 9,136

申込件数

（今週）
1 3 3 5 3

金額

（単位：万）
1,500 1,300 2,106 3,150 1080

飲食業 不動産貸付業 飲食業 飲食業 サービス業

飲食店 飲食業 小売・卸業 飲食業

代行業 塗装板金業 飲食業 理美容業

小売業

住宅関連サービス

普通貸付

コロナ特別

マル経

コロナ

単位：万円



女性会事業について 

 

○第 41 回通常総会 

  今年度通常総会については、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して書面により開催し、 

各議案につきまして原案どおり承認されました。 

    日  時：令和 2 年 4 月 22 日（水）発送 

   議  案：報告第 1 号 令和元年度事業報告について 

        報告第 2 号 令和元年度収支決算について 

        議案第 1 号 役員改選について 

        議案第 2 号 令和 2 年度事業計画（案）について 

        議案第 3 号 令和 2 年度収支予算（案）について 

 

 

白河商工会議所女性会 令和２年～３年度役員 

 

会  長     生 田 初 子 （㈲フラワーショップいくた）   （新任） 

 

      顧  問   中 上 サト子 （㈱中 商） 

〃    鈴 木 啓 子 （㈱ベルトリー） 

        〃    櫻 井  照子 （さくらい） 

 

       直前会長   佐 川 京 子 （公文式五箇教室） 

 

       副 会 長          阿 部  まゆ美  (㈱ピュアコーポレーション)   (新任) 

        〃         矢田部 恵 子 （㈲白河矢田部保険事務所）    (新任) 

               〃     飯 田 庸 子 （ひしや）                    (新任) 

  

            会計理事    青 木 澄 子 （㈱あおき）    

〃     佐久間 睦 子  (㈱佐久間組)    

                    

       理  事     堀 川 とみ子 （㈲古楓堂堀川印刷所) 

〃     班 目 朝 子 （班目整骨ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｸ治療院） 

        〃     海老名 恵 子  (㈲エビナ) 

〃     猪 越 真由美  (㈲猪越土木) 

         〃      小 野 艶 子  (㈱折仁) 

         〃          菊 地 まゆみ （㈱菊忠） 

        〃     束 原 由美子 （(医)昭寿会）    

        〃     池 嶋 知 与 （池嶋商店）    

         〃     酒 巻 綾 子 （酒巻木材不動産） 

         〃     益 田 由美子 （㈲益田商店）        （新任） 

 

       監    事       阿 部 豊 子  (㈱松野屋商店) 

         〃          遠 藤 保 子  ((名)遠藤商店) 



青年部事業について 

 

〇「白河周辺テイクアウト情報」（主催：Ust白河）への情報収集の協力 

  青年部として新型コロナウイルス終息後まで出来ることを考え、三役で協議の結果、コ 

 ロナウイルスの影響を受けている飲食店の支援のため、Ust白河で作成したアプリ「白河 

周辺テイクアウト情報」（※）への情報提供を行うこととした。 

※白河周辺テイクアウト情報とは 

白河市周辺のテイクアウト・配達を行っている店のまとめアプリ（サイト）で、お菓子

や生鮮食料品などの店も紹介している。 

 

「白河市周辺テイクアウト情報」アプリ 

（URL：https://shirakawatakeout.glideapp.io/） 

https://shirakawatakeout.glideapp.io/

